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第１回　ＰＡＬふれんどトーク
　「手に技をもった達人」を囲んで話を聞く会の第１回目です。
　今回は、熊野町唯一の酒蔵「馬上酒造」の杜氏、村上和哉さ
んを招きます。
　家族で熊野町に移り住んだ村上さんが造る  こだわりの酒を
試飲しながら、楽しく話しましょう。お気軽に参加ください。

　京都・陽明文庫所蔵の絵画を中心に日本の宮廷文化を伝える
作品を展示。また、近代日本画の重鎮、横山大観、上村松園ら
の、これまでほとんど展示されたことのない作品もあります。

◀ 「春衣」（部分）上村松園筆、昭和時代、陽明文庫蔵

〒731－4293　広島県安芸郡熊野町中溝5－17－1
TEL：（082）855－3010 FAX：（082）855－3011
開館時間 10：00～17：00（入館は16：30まで）
URL：http：//fude.or.jp
Shopping site：http：//kumanofude.com/

◆ご注意◆
イベントの内容や日程は予告なく変更になることがあります。来館
前にホームページを確認、または電話で問い合わせください。

相　談 ～各種相談についての秘密は厳守します。気軽にご相談ください～

相　談 日時・場所 相談員 内　容 申込・問い合わせ先

人権
ホットライン

5/16㈫ 10：00～12：00
 13：00～15：00
電話相談のみ

人権擁護委員 人権侵害、身の
回りの悩み事

生活環境課
　 820－５６０６

消費生活相談
月～金曜日 10：00～12：00
 13：00～16：00
　※月、水曜日は相談員が対応。
生活環境課

消費生活相談員
（ 月曜日と水曜
日のみ）

消費者トラブル
熊野町消費生活相談窓口
　（生活環境課内）
　 820－５６３６

人権総合相談所

6/1㈭ 10：00～12：00
 13：00～15：00
役場３階会議室

※ 相談内容によっては受けられな
い場合があります。

人権擁護委員
司法書士

人権侵害、身の
回りの悩み事など
相談に応じます。

生活環境課
　 820－５６０６

※当日、咳や発熱などの体調不良の人は来所をお控えください。

　近年ではデジタル化が進み、手軽で便利な社会
となりましたが、油断しているとさまざまなトラ
ブルに巻き込まれる可能性があります。「自分だけ
は大丈夫」と思わず、消費者トラブルに巻き込ま
れないよう契約などは慎重に行いましょう。

「困ったときはまず相談！」～相談窓口のご案内～
〇町の消費生活相談（ 820－５６３６）
　 月～金曜日10：00～12：00、13：00～16：00
　　（月曜日・水曜日は相談員がいます）
　※ 講座などで相談員が不在の場合もありますの
で、相談にお越しの際はなるべく電話でご確
認ください。

〇消費者ホットライン（ １
い や や

８８）
（生活環境課）

５月は消費者月間です

第25回筆の里ありがとうの
ちょっと大きな絵てがみ大賞 作品募集！

　ありがとうをテーマにした絵てがみ作品を５月２
日㈫から募集します。普段、口では言えないありが
とうの気持ちを筆でかいてみませんか。
　今回から、短い言葉限定の部門（一般Ｂの部）が
新設されます。ぜひ挑戦してみてください。

▷部門
　一般Ａの部：高校生以上、文字数自由
　一般Ｂの部：高校生以上、概ね30字以内
　子どもの部：中学生以下、文字数自由
無料
▷応募期限
　一般Ａ・Ｂの部：７月21日㈮必着
　子どもの部：９月５日㈫必着
▷応募先
　筆の街交流館Ｋ－ＪＩＮ（火～金曜日10：00～16：00）
　（出来庭五丁目15番６号 847－５７０９）

▷作品規定
　①筆を使用して紙に描く（書く）こと。
　②本人の自作で、絵と文字が入った未発表のもの。
　③ 筆ペン、洗濯で落ちる墨液、水溶インクは使用
しないこと。（市販の絵具、顔彩可）

　④70ｃｍ×35ｃｍ以内の平面作品。
　　〈推奨サイズ〉 書道用紙：半切1/2、
 画用紙：８切、Ａ３
　⑤紙の材質、縦横、色は不問。
　⑥表装、額装せず送付または持参すること。
　⑦ 作品裏右上に「作品応募票」をクリップでとめ
ること。

　⑧各部門一人１点応募可。
▷審査
　ありがとうの思いが伝わる作品であること。
　「ありがとう大賞」「特別賞」「優秀賞」「佳作」
　「奨励賞」を選出します。
▷特別審査員
　長谷川義史（絵本作家）

◆入館料◆
　大人‥800（600）円　小中高生‥250（200）円
　※（　）は20人以上の団体料金

宮廷文化を彩る絵画～筆跡がつなぐ歴史と伝統～
６月11日㈰まで 前期‥５月21日㈰まで
　※会期中一部作品の入れ替えがあります。 後期‥５月23日㈫～６月11日㈰

募集要項はこちら

　身体などに障害を有する人（身体障害者手帳、戦
傷病者手帳、療育手帳または精神障害者保健福祉手
帳の所有者。等級によります。）または同人と生計
をともにする人が同人のために使用する車両や、そ
の構造が障害を有する人の利用に供する車両は、一
定の条件を満たしていれば、軽自動車税の減免が適
用できます。
　※ 減免申請される場合は、納税通知書が届いても
納付せずにお持ちください。
税務住民課 820－５６０３

▷申請期限：５月24日㈬
⑴身体などに障害を有する人への減免
　　①身体障害者手帳など
　　②自動車検査証
　　③運転免許証（対象車両を運転する人のもの）
　　　※ 減免可能台数は、障害者１人につき普通自

動車を含め１台限り
　⑵構造による減免
　　①車の構造がわかるもの（カタログ、写真など）
　　②自動車検査証

軽自動車税の減免申請を受け付けていますお知らせ

５月11日㈭～20日㈯
　この時期は、幼児や小学生が関係する交通事故
が増加する傾向にあります。
　子どもたちをはじめ、あらゆる世代が交通ルー
ルを遵守し、交通マナーを実践しましょう。

令和５年広島県交通安全年間スローガン

（防災安全課）

春の全国交通安全運動が
始まりますお知らせ お知らせ

「運転は
ゆとりとマナーの

二刀流」

６月９日㈮18：00～19：00
ＰＡＬ会員（当日入会可）
無料（要申込）
▷ゲスト
　 馬上酒造 社氏　村上和哉
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火災件数 3件
救急件数92件

　死傷者 0人
搬送人員75人

※緊急車両の通行に支障となる不法駐車はやめましょう。


